
本セミナーは、厚生労働省委託事業「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー事業」として、公益社団法人全国労働基準関係団体連合会（略称：全基連）が運営するものです。

厚生労働省は、大学、高等専門学校、短期大学、専門学校、高等学校を対象に、在学中にアルバイトとして
働いたり、近い将来、社会人として働くこととなる学生・生徒のみなさんに、労働関係法令の基礎知識を
身につけていただくための「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー」を全国で開催します。
期間は、2019年 7月下旬から2020年 2月15日までです。
セミナー開催にかかる費用（使用テキスト代、参加料）は無料。専任講師派遣の費用も無料です。

これから働く学生・生徒のみなさんを支援するため、
本セミナーを開催してみませんか？
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大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー

http://www.zenkiren.com/jutaku/gakusei-seminar/top.html

全基連・労働条件セミナー事務局 
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大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー
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大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー 概要

全基連ホームページでお申込みいただけます
http://www.zenkiren.com/jutaku/gakusei-seminar/top.html
文字検索で
 全基連  を検索 受託事業 「大学生・高校生等を対象とした

労働条件セミナー」
セミナー開催の
申し込み

でも申し
込めます。

Webで
簡単申込み !

FAXでのお申込みも受け付けます 下記の申込書に所要事項をご記入の上、全基連へ
FAX送信いただくことによりお申込みいただけます。

03-5283-1032
学校名 所在地

お名前 電話 メールアドレス

セミナー開催希望日時（時期）※可能な範囲で日時を絞ってご記入ください。

受講予定学年（年次）・人数 ご連絡事項

当日に貴校の次の機材を無償でお借りし、
使用させていただけるか否か

【大学等の場合】
オープンカレッジ方式での開催の可否

※お預かりした個人情報は、本セミナーの実施に伴う事務以外には使用いたしません。

ご
連
絡
先

〒

（　　　）

2019年（　　　）月　頃　　　2019年（ 　　　）月（　　　）日　　　午前　　・　　午後
2020年（　　　）月　頃　　　2020年（ 　　　）月（　　　）日　　　セミナー時間（　　　　　）分間

（　　　　）学年（年次）  最大（　　　　　　）人

プロジェクター　（　できる　・　できない　）
映写用スクリーン（　できる　・　できない　）
パソコン　　　　（　できる　・　できない　）

可　・　不可

「大学生・高校生等を対象とした労働条件セミナー」を以下のとおり希望します申込書

先着順で開催します
●セミナー開催時期は、2019年7月下旬～2020年2月15日までとします。
●セミナー開催予定回数は以下のとおりです。
①大学・専門学校等の学生・生徒を対象とするもの 
⇒ ≪全国で30回程度開催を予定≫
※原則として以下のブロック別の回数を先着順で開催します。北海道2回、東北3
回、関東甲信越8回、東海・北陸4回、近畿5回、中国3回、四国2回、九州・沖縄3回（ブ
ロックごとの回数は若干ですが調整できます。）

②高等学校の生徒を対象とするセミナー 
⇒ ≪全国で120回程度開催を予定≫

ご要望を踏まえます
●貴校の学生・生徒の事情に対応した効果的なセミナーとするため
に、事前に内容や所要時間、進め方等をご相談させていただきます。
※例えば、夏休み前などであれば、アルバイト上の留意点、就活期前であれば就職内
定等の問題など、学生生活のステージに応じたテーマに重点を置いて解説します。

●所要50分程度の場合は2～ 3テーマ、所要90分程度の場合は3～
4テーマを目安に、分かりやすく解説します。
●大学や専門学校等の場合は、他校の学生や親御さん等も聴講で
きるオープンカレッジ方式の開催もご検討ください。

開催費用は無料です
●本事業は、厚生労働省からの委託事業です。講師の謝金・旅費、
セミナーで使用するテキスト等の費用を、貴校にご負担いただ
くことはありません。
●セミナー会場（教室、講堂など）は原則、貴校にてご用意くださ
い。プロジェクター・PC・スクリーンなどの設備は、貴校のご了
承が得られれば無償で使用させていただきます。

POINT

1

POINT

2

講師を派遣します
●高い品質の講義内容とするため、一
定の研修を終えた労働基準監督官
OBや特定社会保険労務士などを派
遣します。

POINT

3

POINT

4

セミナーのお申込み方法
ホームルームや特別授業、就職支援活動に！

 ぜひ、労働条件セミナーの開催をお申込みください！


